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身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則 別表第５号）

級

別
視覚障害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機能、
言語機能又
はそしゃく
機能の障害

肢 体 不 自 由

聴覚障害 平衡機
能障害 上 肢 下 肢

１
級

両眼の視力（万国
式試視力表によっ
て測ったものをい
い、屈折異常のある
者については、きょ
う正視力について
測ったものをいう。
以下同じ。）の和が
０．０１以下のもの

１両上肢の機能を全廃したもの
２両上肢を手関節以上で欠くもの

１両下肢の機能を全廃したもの
２両下肢を大腿の２分の１以上で欠
くもの

２
級

１両眼の視力の和
が０．０２以上０．０４
以下のもの

２両眼の視野がそ
れぞれ１０度以内
でかつ両眼によ
る視野について
視能率による損
失率が９５パーセ
ント以上のもの

両耳の聴力レベル
がそれぞれ１００デシベ
ル以上のもの（両耳全
ろう）

１両上肢の機能の著しい障害
２両上肢のすべての指を欠くもの

３一上肢を上腕の２分の１以上で欠
くもの

４一上肢の機能を全廃したもの

１両下肢の機能の著しい障害
２両下肢を下腿の２分の１以上で欠
くもの

３
級

１両眼の視力の和
が０．０５以上０．０８
以下のもの

２両眼の視野がそ
れぞれ１０度以内
でかつ両眼によ
る視野について
視能率による損
失率が９０パーセ
ント以上のもの

両耳の聴力レベル
が９０デシベル以上の
もの（耳介に接しなけ
れば大声語を理解し
得ないもの）

平衡
機能の
極めて
著しい
障害

音声機能、
言語機能又
はそしゃく
機能の喪失

１両上肢のおや指及びひとさし指
を欠くもの

２両上肢のおや指及びひとさし指
の機能を全廃したもの

３一上肢の機能の著しい障害
４一上肢のすべての指を欠くもの
５一上肢のすべての指の機能を全
廃したもの

１両下肢をショパー関節以上で欠
くもの

２一下肢を大腿の２分の１以上で欠
くもの

３一下肢の機能を全廃したもの

４
級

１両眼の視力の和
が０．０９以上０．１２以
下のもの

２両眼の視野がそ
れぞれ１０度以内
のもの

１両耳の聴力レベル
が８０デシベル以上
のもの（耳介に接し
なければ話声語を
理解し得ないもの）

２両耳による普通話
声の最良の語音明
瞭度が５０パーセン
ト以下のもの

音声機能、
言語機能又
はそしゃく
機能の著し
い障害

１両上肢のおや指を欠くもの
２両上肢のおや指の機能を全廃し
たもの

３一上肢の肩関節、肘関節又は手関
節のうち、いずれか一関節の機
能を全廃したもの

４一上肢のおや指及びひとさし指
を欠くもの

５一上肢のおや指及びひとさし指
の機能を全廃したもの

６おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の三指を欠くもの

７おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の三指の機能を全廃した
もの

８おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の四指の機能の著しい障
害

１両下肢のすべての指を欠くもの

２両下肢のすべての指の機能を全
廃したもの

３一下肢を下腿の２分の１以上で欠
くもの

４一下肢の機能の著しい障害

５一下肢の股関節又は膝関節の機
能を全廃したもの

６一下肢が健側に比して１０センチ
メートル以上又は健側の長さの
１０分の１以上短いもの

５
級

１両眼の視力の和
が０．１３以上０．２以
下のもの

２両眼による視野
の２分の１以上が
欠けているもの

平衡機
能の著
しい障
害

１両上肢のおや指の機能の著しい
障害

２一上肢の肩関節、肘関節又は手関
節のうち、いずれか一関節の機
能の著しい障害

３一上肢のおや指を欠くもの
４一上肢のおや指の機能を全廃し
たもの

５一上肢のおや指及びひとさし指
の機能の著しい障害

６おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の三指の機能の著しい障
害

１一下肢の股関節又は膝関節の機
能の著しい障害

２一下肢の足関節の機能を全廃し
たもの

３一下肢が健側に比して５センチメ
ートル以上又は健側の長さの１５
分の１以上短いもの

６
級

１眼の視力が０．０２
以下、他眼の視力が
０．６以下のもので、
両眼の視力の和が
０．２を越えるもの

１両耳の聴力レベル
が７０デシベル以上
のもの（４０センチ
メートル以上の距
離で発声された会
話語を理解し得な
いもの）

２一側耳の聴力レベ
ルが９０デシベル以
上、他側耳の聴力
レベルが５０デシベ
ル以上のもの

１一上肢のおや指の機能の著しい
障害

２ひとさし指を含めて一上肢の二
指を欠くもの

３ひとさし指を含めて一上肢の二
指の機能を全廃したもの

１一下肢をリスフラン関節以上で
欠くもの

２一下肢の足関節の機能の著しい
障害

７
級

１一上肢の機能の軽度の障害
２一上肢の肩関節、肘関節又は手関
節のうち、いずれか一関節の機
能の軽度の障害

３一上肢の手指の機能の軽度の障
害

４ひとさし指を含めて一上肢の二
指の機能の著しい障害

５一上肢のなか指、くすり指及び小
指を欠くもの

６一上肢のなか指、くすり指及び小
指の機能を全廃したもの

１両下肢のすべての指の機能の著
しい障害

２一下肢の機能の軽度の障害
３一下肢の股関節、膝関節又は足関
節のうち、いずれか一関節の機
能の軽度の障害

４一下肢のすべての指を欠くもの
５一下肢のすべての指の機能を全
廃したもの

６一下肢が健側に比して３センチメ
ートル以上又は健側の長さの２０
分の１以上短いもの

備
考

１ 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、１級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されて
いるものは、該当等級とする。

２ 肢体不自由においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合は、６級とする。
３ 異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
４ 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
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※ より上は旅客運賃割引・有料道路通行料金割引の第１種、下は第２種を表します。
※ で囲まれた部分は、市町村長の認定を受けることにより６５歳以上で老人保健法の対象となる者の目安です。
身体障害者手帳１～３級、身体障害者手帳４級の一部（音声・言語又はそしゃく機能の障害、及び下肢障害の１号、

３号又は４号）

肢 体 不 自 由 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

体 幹
乳幼児期以前の非進行性の脳
病変による運動機能障害 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸の機能障害 小腸機能障害

ヒト免疫不全ウ
イルスによる免
疫機能障害上肢機能 移動機能

体幹の機能
障害により坐
っていること
ができないも
の

不随意運動
・失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作がほとんど
不可能なもの

不随意運動
・失調等により
歩行が不可能
なもの

心臓の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

じん臓の機
能の障害によ
り自己の身辺
の日常生活活
動が極度に制
限されるもの

呼吸器の機
能の障害によ
り自己の身辺
の日常生活活
動が極度に制
限されるもの

ぼうこう又
は直腸の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

小腸の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

ヒト免疫不
全ウイルスに
よる免疫の機
能の障害によ
り日常生活が
ほとんど不可
能なもの

１体幹の機能
障害により
坐位又は起
立位を保つ
ことが困難
なもの

２体幹の機能
障害により
立ち上るこ
とが困難な
もの

不随意運動
・失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作が極度に制
限されるもの

不随意運動
・失調等により
歩行が極度に
制限されるも
の

ヒト免疫不
全ウイルスに
よる免疫の機
能の障害によ
り日常生活が
極度に制限さ
れるもの

体幹の機能
障害により歩
行が困難なも
の

不随意運動
・失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作が著しく制
限されるもの

不随意運動
・失調等により
歩行が家庭内
での日常生活
活動に制限さ
れるもの

心臓の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

じん臓の機
能の障害によ
り家庭内での
日常生活活動
が著しく制限
されるもの

呼吸器の機
能の障害によ
り家庭内での
日常生活活動
が著しく制限
されるもの

ぼうこう又
は直腸の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

小腸の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

ヒト免疫不
全ウイルスに
よる免疫の機
能の障害によ
り日常生活が
著しく制限さ
れるもの（社会
での日常生活
活動が著しく
制限されるも
のを除く。）

不随意運動
・失調等による
上肢の機能障
害により社会
での日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

不随意運動
・失調等により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

心臓の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

じん臓の機
能の障害によ
り社会での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

呼吸器の機
能の障害によ
り社会での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

ぼうこう又
は直腸の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

小腸の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

ヒト免疫不
全ウイルスに
よる免疫の機
能の障害によ
り社会での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

体幹の機能
の著しい障害

不随意運動
・失調等による
上肢の機能障
害により社会
での日常生活
活動に支障の
あるもの

不随意運動
・失調等により
社会での日常
生活活動に支
障のあるもの

不随意運動
・失調等により
上肢の機能の
劣るもの

不随意運動
・失調等により
移動機能の劣
るもの

上肢に不随
意運動・失調等
を有するもの

下肢に不随
意運動・失調等
を有するもの

５ 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
６ 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測し
たものをいう。

７ 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
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○知的障害者の等級（埼玉県療育手帳制度要綱 第３条など）
※ より上は旅客運賃割引・有料道路通行料金割引の第１種、下は第２種（旅客運賃割引のみ）を表します。
※ で囲まれた部分は、市町村長の認定を受けることにより６５歳以上で後期高齢者医療制度の対象となる者の目安
です。
療育手帳�、Ａ

○精神障害者保健福祉手帳の障害等級
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第６条）

※ で囲まれた部分は、市町村長の認定を受けることにより６５歳以上で後期高齢者医療制度の対象となる者の目安です。
精神障害者保健福祉手帳１～２級

等級 障害の状態

�
（最重度）

◎Ａ（重度）のうち、次のいずれかに該当する程度のもの
� 知能指数がおおむね２０以下に該当する程度のもの
� 知能指数がおおむね３５以下で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が
１級又は２級に相当するもの

� 知能指数がおおむね３５以下で、次に掲げる身体障害が合併しているもの
ア 視覚障害（両眼の視力の和が０．０４以下）
イ 聴覚障害（聴力レベルが１００デシベル以上）
ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
エ 両上肢のすべての指を欠くもの
オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
キ 両下肢を足関節以上で欠くもの
ク 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることが
できない程度の障害を有するもの

A
（重度）

◎次のいずれかに該当するもの
○知能指数がおおむね３５以下で、次のいずれかに該当する程度のもの
� 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必
要とし、社会生活への適応が著しく困難であるもの

� 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意
と指導を必要とする行動が認められるもの

○Ｂ（中度）のうち、身体障害者福祉法に基づく障害等級が１級、２級又は
３級に相当するもの

B
（中度）

◎知能指数がおおむね５０以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生
活における基本動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難であ
る程度のもの

C
（軽度）

◎知能指数がおおむね７０以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必
要である程度のもの

障害等級 精神障害の状態

１級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

２級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度のもの

３級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生
活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
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○６５歳以上で後期高齢者医療広域連合長の認定を受けることにより
後期高齢者医療制度の対象となる者

※目安
・身体障害者手帳１～３級
身体障害者手帳４級の一部（音声・言語・そしゃく機能の障害、及び下肢障害の１号、３号又は４号）

・療育手帳�、A
・精神障害者保健福祉手帳１～２級
・障害基礎年金１～２級

障 害 の 状 態

� 両眼の視力の和が０．０８以下のもの
� 両耳の聴力損失が８０デシベル以上のもの
� 平衡機能に著しい障害を有するもの
� そしゃくの機能を欠くもの
� 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
� 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
� 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
	 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

 一上肢のすべての指を欠くもの
� 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
� 両下肢のすべての指を欠くもの

 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
� 一下肢を足関節以上で欠くもの
� 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受
けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

� 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
� 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態
が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

（備考） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについ
ては、矯正視力によって測定する。
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○身体障害者／
旅客運賃割引・有料道路通行料金割引の第１種・第２種の基準

� 第１種
身体障害者手帳の交付を受けており、下表の障害の程度に該当する者。

� 第２種
身体障害者手帳の交付を受けている上表以外の障害の程度の者。

○知的障害者／
旅客運賃割引・有料道路通行料金割引の第１種・第２種の基準

� 第１種
療育手帳�、A

� 第２種（旅客運賃割引のみ）
療育手帳B、C

障 害 の 区 分 障 害 の 程 度

視覚障害聴覚障害
一級から三級までの各級及び四級の一
二級及び三級

肢

体

不

自

由

上肢不自由 一級、二級の一及び二級の二

下肢不自由 一級、二級及び三級の一

体幹不自由 一級から三級までの各級

乳幼時期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害

上肢機能
障害

一級及び二級
（一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。）

移動機能
障害

一級から三級までの各級
（一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。）

内

部

障

害

心臓機能障害 一級から四級までの各級

じん臓機能障害 一級から四級までの各級

呼吸器機能障害 一級から四級までの各級

ぼうこう又は直腸の機能障害 一級及び三級

小腸機能障害 一級から四級までの各級

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

一級から四級までの各級
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○特別児童扶養手当の障害基準
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第三）

等級 障 害 の 状 態

１級

� 両眼の視力の和が０．０４以下のもの

� 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの

� 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

� 両上肢のすべての指を欠くもの

� 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢を足関節以上で欠くもの

� 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができな

い程度の障害を有するもの

	 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の

用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの


 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

� 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

２級

� 両眼の視力の和が０．０８以下のもの

� 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの

� 平衡機能に著しい障害を有するもの

� そしゃくの機能を欠くもの

� 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

� 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

� 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

� 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

	 一上肢のすべての指を欠くもの


 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢のすべての指を欠くもの

� 一下肢の機能に著しい障害を有するもの


 一下肢を足関節以上で欠くもの

� 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が

著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とす

る程度のもの

� 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

� 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

（備考） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについ
ては、矯正視力によって測定する。
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○特別障害者手当、障害児福祉手当の該当基準
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第１、第２など）

令
別
表
第
１

� 両眼の視力の和が０．０２以下のもの
� 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができないもの
� 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
� 両上肢のすべての指を欠くもの
� 両下肢の用を全く廃したもの
� 両大腿を二分の一以上失ったもの
� 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめ
る程度のもの

	 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各
号と同程度以上と認められる程度のもの

（備考） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正
視力によって測定する。

令
別
表
第
２

� 両眼の視力の和が０．０４以下のもの
� 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの
� 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上
肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
� 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を
有するもの

� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめ
る程度のもの

� 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

（備考） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正
視力によって測定する。

別
表
A

� 両眼の視力の和が０．０５以上０．０８以下のもの
� 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの
� 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
� そしゃく機能を失ったもの
� 音声又は言語機能を失ったもの
� 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指
を欠くもの

� 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上
肢のすべての指の機能を全廃したもの

� 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
	 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日
常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

� 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

日
常
生
活
動
作
評
価
表

� タオルをしぼる（水をきれる程度）
� とじひもを結ぶ
� かぶりシャツを着て脱ぐ
� ワイシャツのボタンをとめる
� 座る（正座・横座り・あぐら・脚なげ
だしの姿勢を維持する）

� 立ち上がる
� 片足で立つ
� 階段の昇降

日
常
生
活
能
力
判
定
表

� 食事
� 用便（月経）の始末
� 衣服の着脱
� 簡単な買物
� 家族との会話
� 家族以外の者との会話
� 刃物・火の危険
� 戸外での危険から身を守る（交通事故）

（備考）おおむね全介助２点、半介助１点、介助
なし０点とする。

（備考）おおむね全介助２点、半介助１点、介助
なし０点とする。
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○障害基礎年金、障害厚生年金の等級（国民年金法施行令 別表）

等級 障 害 の 状 態

１級

� 両眼の視力の和が０．０４以下のもの

� 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの

� 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

� 両上肢のすべての指を欠くもの

� 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢を足関節以上で欠くもの

� 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができな

い程度の障害を有するもの

	 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の

用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの


 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

� 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

２級

� 両眼の視力の和が０．０５以上０．０８以下のもの

� 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの

� 平衡機能に著しい障害を有するもの

� そしゃくの機能を欠くもの

� 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

� 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

� 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

� 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

	 一上肢のすべての指を欠くもの


 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

� 両下肢のすべての指を欠くもの

� 一下肢の機能に著しい障害を有するもの


 一下肢を足関節以上で欠くもの

� 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必

要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が

著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とす

る程度のもの

� 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

� 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

（備考） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについ

ては、矯正視力によって測定する。
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○障害厚生年金３級の基準（厚生年金保険法施行令 別表第一）

等級 障 害 の 状 態

３級

� 両眼の視力が０．１以下に減じたもの

� 両耳の聴力が、４０センチメートル以上では通常の話声を解することができ

ない程度に減じたもの

� そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

� 脊柱の機能に著しい障害を残すもの

� 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

� 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

� 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

� 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし

指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの

	 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの


 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

� 両下肢の十趾の用を廃したもの

� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、

又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制

限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

� 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限

を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する

ものであって、厚生労働大臣が定めるもの

（備考）

� 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものにつ

いては、矯正視力によって測定する。

� 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節

以上を失ったものをいう。

� 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節

若しくは近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害

を残すものをいう。

� 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾

節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第一

趾にあっては趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。資
料
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○障害手当金の基準（厚生年金保険法施行令 別表第二）

障

害

手

当

金

� 両眼の視力が０．６以下に減じたもの

� 一眼の視力が０．１以下に減じたもの

� 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

� 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が１０度以内の

もの

� 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

� 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない

程度に減じたもの

� そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

� 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

	 脊柱の機能に障害を残すもの


 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

� 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

� 一下肢を３センチメートル以上短縮したもの


 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

� 一上肢の二指以上を失ったもの

� 一上肢のひとさし指を失ったもの

� 一上肢の三指以上の用を廃したもの

� ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの

� 一上肢のおや指の用を廃したもの

� 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの

� 一下肢の五趾の用を廃したもの

� 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は

労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

� 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害を残すもの

� 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものにつ

いては、矯正視力によって測定する。

� 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節

以上を失ったものをいう。

� 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節

若しくは近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害

を残すものをいう。

� 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

� 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾

節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第一

趾にあっては趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。
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○手当・年金等の額（平成２０年度現在）

○手当・年金等の所得制限の限度額（平成２０年度現在）

年金や手当等については、受給資格者やその扶養義務者の所得（※１）により支給停止に
なることがあります。前年中の所得が下記の限度額以上の（限度額を超える）場合は、その
年の８月から翌年の７月までの手当や年金等の受給ができません。

※１ 所得の計算は、地方税法の所得の計算に準じますが、制度ごとに各種の控除が異なります。
※２ 扶養親族等の数とは、所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の人数です。

詳しくは、それぞれの窓口へおたずねください。
※３ 上記、限度額に加算されるもの

○受給資格者の所得
・扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、１人につき１００，０００円
・扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、１人につき２５０，０００円（児童扶養手当は１５０，０００円）

○配偶者及び扶養義務者の所得（扶養親族等の数が２人以上の場合）
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、１人につき（当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、
当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６０，０００円

手当・年金の区分

扶養親族等の数（※２，※３）

０人 １人 ２人 ３人
４人目以降の加算額
（１人につき）

特別児童扶
養手当

受給資格者の所得 ４，５９６，０００円
以上 ４，９７６，０００円 ５，３５６，０００円 ５，７３６，０００円 ３８０，０００円

配偶者及び扶養配偶
者の所得

６，２８７，０００円
以上 ６，５３６，０００円 ６，７４９，０００円 ６，９６２，０００円 ２１３，０００円

障害児福祉手当
特別障害者手当
福 祉 手 当
（経過的措置）

受給資格者の所得 ３，６０４，０００円
を超える ３，９８４，０００円 ４，３６４，０００円 ４，７４４，０００円 ３８０，０００円

配偶者及び扶養配偶者
の所得

６，２８７，０００円
以上 ６，５３６，０００円 ６，７４９，０００円 ６，９６２，０００円 ２１３，０００円

児童扶養
手当

受給資格
者の所得

一部支給
停止

１９０，０００円
以上 ５７０，０００円 ９５０，０００円 １，３３０，０００円 ３８０，０００円

全部支給
停止

１，９２０，０００円
以上 ２，３００，０００円 ２，６８０，０００円 ３，０６０，０００円 ３８０，０００円

配偶者及び扶養配偶
者の所得

２，３６０，０００円
以上 ２，７４０，０００円 ３，１２０，０００円 ３，５００，０００円 ３８０，０００円

２０歳前の障
害による障
害基礎年金

受給資格
者の所得

１／２
支給停止

３，６０４，０００円
を超える ３，９８４，０００円 ４，３６４，０００円 ４，７４４，０００円 ３８０，０００円

全部支給
停止

４，６２１，０００円
を超える ５，００１，０００円 ５，３８１，０００円 ５，７６１，０００円 ３８０，０００円

手当・年金等の種類 月 額

特別児童扶養手当
１級 ５０，７５０円

２級 ３３，８００円

障害児福祉手当 １４，３８０円

特別障害者手当 ２６，４４０円

児童扶養手当
全部支給 ４１，７２０円

一部支給 ４１，７１０円～９，８５０円

福祉手当（経過的措置） １４，３８０円

障害基礎年金
１級 ８２，５０８円

２級 ６６，００８円
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主な関係機関の連絡先
○障害者福祉の相談窓口（和光市近辺）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

和光市福祉事務所
（和光市役所社会福祉課 障害給付担当） ３５１―０１９２ 和光市広沢１―５ ０４８―４６４―１１１１

（内２１６０～２１６３） ０４８―４６６―１４７３

和光市地域生活支援センター
（和光市役所社会福祉課 障害者支援担当） ３５１―０１０４

和光市南１―２３―１
和光市総合福祉会館（ゆめあ
い和光）内

０４８―４５２―７６０２ ０４８―４５２―７６０３

和光市保健センター ３５１―０１０６ 和光市広沢１―５ ０４８―４６５―０３１１ ０４８―４６５―０５５７

和光市教育委員会
（和光市役所 学校教育課） ３５１―０１９２ 和光市広沢１―５ ０４８―４６４―１１１１

（内２４２６～２４２７） ０４８―４６４―７９０１

和光市社会福祉協議会
和光市ボランティアセンター ３５１―０１０４

和光市南１―２３―１
和光市総合福祉会館（ゆめあ
い和光）内

０４８―４５２―７６００ ０４８―４６７―８２８０

みつばすみれ学園
地域生活支援センター ３５３―０００３ 志木市下宗岡１―２３―１ ０４８―４７１―３３１１ ０４８―４７３―３１２１

埼玉県所沢児童相談所 ３５９―００４２ 所沢市並木１―９―２ ０４―２９９２―４１５２ ０４―２９９４―１４２０

埼玉県朝霞保健所 ３５１―００１６ 朝霞市青葉台１―１０―５ ０４８―４６１―０４６８ ０４８―４６０―２６９８

○障害者福祉関係の施設、養護学校等（和光市近辺）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

和光市地域活動支援センター
（旧・身体障害者デイサービスセンター）

３５１―０１０４
和光市南１―２３―１
和光市総合福祉会館（ゆめあ
い和光）内

０４８―４５２―７１００ ０４８―４５２―７１０１

和光市知的障害者授産施設 ０４８―４５２―７１０２ ０４８―４５２―７１０３

和光市精神障害者小規模作業所 ０４８―４５２―７１０８ ０４８―４５２―７１０９

和光市地域生活支援センター ０４８―４５２―７６０２ ０４８―４５２―７６０３

和光心身障害者福祉作業所「さつき苑」 ３５１―０１１１ 和光市下新倉１―３―５ ０４８―４６６―３４５７ ０４８―４６７―８２８１

すわ緑風園 ３５１―０１０４ 和光市南２―３―２ ０４８―４６１―３０２８ ０４８―４６１―１９９６

みつばすみれ学園
３５３―０００３ 志木市下宗岡１―２３―１

０４８―４７１―３１１５ ０４８―４７３―０８０６

すずらん ０４８―４７０―３２１６ ０４８―４７３―０８０６

埼玉県立和光養護学校 ３５１―０１０６ 和光市広沢４―３ ０４８―４６５―９７７０ ０４８―４６０―０１１７

埼玉県立和光南養護学校 ３５１―０１０６ 和光市広沢４―５ ０４８―４６５―９７８０ ０４８―４６０―１０１６

○医療機関、介護保険及び児童福祉関係の施設・機関等

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院 ３５１―０１０２ 和光市諏訪２―１ ０４８―４６２―１１０１

菅野病院 ３５１―０１１４ 和光市本町２８―３ ０４８―４６４―５１１１

東武中央病院 ３５１―０１１４ 和光市本町２８―１ ０４８―４６４―６２１１

坪田和光病院 ３５１―０１０１ 和光市白子２―１２―１５ ０４８―４６５―５００１

和光病院 ３５１―０１１１ 和光市下新倉５―１９―７ ０４８―４５０―３３１１

和光福祉会
訪問看護ステーション ３５１―０１０４ 和光市丸山台２―６―２０

ファミールSHOURAKUJU１階 ０４８―４６８―１５８０ ０４８―４６０―２９４１

埼玉県立小児医療センター ３３９―８５５１ さいたま市岩槻区大字馬込２１００ ０４８―７５８―１８１１ ０４８―７５８―１８１８
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○障害者福祉の担当機関（埼玉県内）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

埼玉県総合リハビリテーション
センター ３６２―８５６７ 上尾市大字西貝塚１４８―１ ０４８―７８１―２２２２ ０４８―７８１―１５５２

国立リハビリテーションセンター ３５９―８５５５ 所沢市並木４―１ ０４―２９９５―３１００ ０４―２９９５―３１０２

埼玉県立精神保健総合センター
３６２―０８０６ 北足立郡伊奈町大字小室８１８―２

０４８―７２３―１１１１ ０４８―７２３―１５５０

埼玉県精神科救急情報センター ０４８―７２３―８６９９

埼玉県発達障害者支援センター
「まほろば」 ３５０―０８１３ 川越市大字平塚新田字東河原

２０１―２ ０４９―２３９―３５５３ ０４９―２３３―０２２３

埼玉県社会福祉協議会

３３０―８５２９ さいたま市浦和区針ケ谷４―２―６５
彩の国すこやかプラザ内

０４８―８２２―１１９１ ０４８―８２２―３０７８

埼玉県ボランティアセンター ０４８―８２２―１４３５ ０４８―８２２―１４４９

埼玉県権利擁護センター ０４８―８２２―１１９４ ０４８―８２２―１４０６

埼玉県障害者交流センター ３３０―８５２２ さいたま市浦和区大原３―１０―１ ０４８―８３４―２２２２ ０４８―８３４―３３３３

埼玉聴覚障害者情報センター ３３０―００７４ さいたま市浦和区北浦和５―６―５
浦和合同庁舎内 ２階 ０４８―８１４―３３５１ ０４８―８１４―３３５２

埼玉県警察運転免許センター
運転免許試験課 適正相談室 ３６５―００２８ 鴻巣市大字鴻巣４０５―４ ０４８―５４３―２００１

（内３１６） ０４８―５４３―７７７７

身体障害者運転能力開発訓練センター
「東園（あずまえん）自動車教習所」３５２―００２３ 新座市堀之内２―１―４６ ０４８―４８１―２７１１ ０４８―４８１―６５７８

○障害者の就労支援関係

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

朝霞公共職業安定所
（ハローワーク朝霞） ３５１―００２５ 朝霞市三原１―３―１ ０４８―４６３―２２３３ ０４８―４６４―３０１２

池袋公共職業安定所（ハローワーク
池袋）専門援助第２部門 ４１番窓口 １７０―８４０９ 東京都豊島区東池袋３―５―１３

ハローワーク池袋本庁舎 ０３―３９８７―８６０９ ０３―３９８２―５７２６

埼玉県障害者職業センター ３３８―０８２５ さいたま市桜区大字下大久保
１３６―１ ０４８―８５４―３２２２ ０４８―８５４―３２６０

埼玉県西部地域障害者雇用支援セ
ンター ３５０―１１２２ 川越市脇田町３２―３

三豊川越ビル４F ０４９―２２３―０８０４ ０４９―２２３―０８１６

国立職業リハビリテーションセンター ３５９―００４２ 所沢市並木４―２ ０４―２９９５―１７１１ ０４―２９９５―１０５２

東京都障害者職業能力開発校 １８７―００３５ 東京都小平市小川西町２―３４―１ ０４２―３４１―１４１１ ０４２―３４１―１４５１

埼玉労働局 ３３０―６０１６ さいたま市中央区新都心１１―２
ランド・アクシス・タワー１５階 ０４８―６００―６２０１ ０４８―６００―６２２０

○老人福祉・介護保険関係の施設・機関（和光市内）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

和光市北地域包括支援センター ３５１―０１１１ 和光市新倉２―５―１２ ０４８―４５８―５１２０ ０４８―４５８―５１２１

和光市中央地域包括支援センター ３５１―０１１４ 和光市本町２５―３ ０４８―４６４―１７５４ ０４８―４６５―５２４５

和光市南地域包括支援センター
３５１―０１０４

和光市南１―２３―１
和光市総合福祉会館（ゆめあ
い和光）内

０４８―４５０―２５００

和光市高齢者福祉センター ０４８―４５２―７１０６ ０４８―４５２―７１０７

福祉の里 ３５１―０１１５ 和光市新倉８―２３―１ ０４８―４６８―３３５５ ０４８―４６８―３３７７

資
料
編

96



○児童福祉関係の施設・機関（和光市内）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

和光市役所 こども福祉課
家庭児童相談室 ３５１―０１９２ 和光市広沢１―５ ０４８―４６４―１１１１

（内２１０５）

総合児童センター ３５１―０１０６ 和光市広沢１―５ ０４８―４６５―２５２５

○行政窓口（和光市内）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

和光市選挙管理委員会 ３５１―０１９２ 和光市広沢１―５ ０４８―４６４―１１１１
（内２６６３～２６６４）

直通
０４８―４２４―９１５２

駅出張所 ３５１―０１１４ 和光市本町３―３ ０４８―４６７―２４４６
０４８―４６７―２４４７ ０４８―４６０―３１４４

牛房出張所 ３５１―０１０１ 和光市白子２―２８―１３ ０４８―４６５―４９７８ ０４８―４６０―３１４３

吹上出張所 ３５１―０１０１ 和光市白子３―１４―１０ ０４８―４６５―９５５５ ０４８―４６０―３１４２

坂下出張所 ３５１―０１１１ 和光市新倉３―４―１８ ０４８―４６５―７０５１ ０４８―４６１―３４２９

和光市駅 ３５１―０１１４ 和光市本町４―６ ０４８―４６１―２１１８

和光郵便局 ３５１―０１９９ 和光市本町１２―３２ ０４８―４６１―３００２

○行政窓口（埼玉県内の機関）

施設・機関名 所 在 地 電話番号
郵便番号 FAX

埼玉県庁 ３３０―９３０１ さいたま市浦和区高砂３―１５―１ ０４８―８２４―２１１１

埼玉県警察本部通信司令課

３３０―８５３３ さいたま市浦和区高砂３―１５―１

０４８―８３２―０１１０

FAX１１０番 ０１２０―２６４―１１０

メール１１０番 １１０ban@mail.police.pref.saitama.jp

埼玉県南西部消防本部
司令第１課

３５１―００２３ 朝霞市溝沼１―２―２７

０４８―４６０―０１２３ ０４８―４６３―０４９３

聴覚・言語障害者専用 FAX
（緊急時連絡用 FAX） １１９

朝霞警察署 ３５１―００１５ 朝霞市幸町２―６―９ ０４８―４６５―０１１０ ０４８―４６５―０１１０

朝霞税務署 ３５１―８６０１ 朝霞市本町１―１―４６ ０４８―４６７―２２１１

朝霞県税事務所 ３５１―００２５ 朝霞市三原１―３―１ ０４８―４６３―１６７１ ０４８―４６３―１６７５

埼玉県自動車税事務所
課税第二担当 ３３１―８５８０ さいたま市西区中釘２１５２ ０４８―６２３―０２２８

埼玉県自動車税事務所 所沢支所 ３５９―００２６ 所沢市牛沼６９０―１ ０４２―９９８―１３２１ ０４８―９９１―１００９

川越社会保険事務所 ３５０―１１９６ 川越市脇田本町１５―１３
東上パールビル３F ０４９―２４２―２３４５ ０４９―２４５―８９１９
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